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溶融スラグの利用促進等に関する方針 

 

この方針は、東京二十三区清掃一部事務組合（以下「組合」という。）が、一般廃棄物又はそれらの焼

却灰等を溶融処理することにより生産される溶融スラグ（以下「スラグ」という。）の資材としての安全

かつ安定的な利用の促進を図るために、スラグに係る日本工業規格（J I S）を準用し、スラグの品質管

理、引渡等に係る事項を内容とする必要な事項を定めるものである。 

また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放

出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平成 23 年法律第 110 号）により、

スラグは特定一般廃棄物に指定され、事故由来放射性物質（セシウム 134 及びセシウム 137）の調査を

行う対象となった。このため、この方針では、「災害廃棄物の広域処理の推進について（東日本大震災に

より生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン）」の考え方を受けて、スラグを有効利用す

る場合の放射能濃度に係る品質管理について必要な事項を定めるものである。 

組合は、この方針に基づき、スラグの需要を喚起するための施策を講じることとする。 

 

１ 適用範囲 

この方針で対象とするスラグ及びその用途の適用範囲は、次に掲げるとおりとする。 

(1) スラグ 

一般廃棄物又はそれらの焼却灰等をおおむね 1,200℃以上の高温で溶融した後、水冷して得ら

れた溶融固化物をいい、鉄分除去のための磁力選別を行ったもので、かつ、必要に応じて粒度調

整等のための破砕等を行ったものに限る。 

(2) 用 途 

スラグの資材としての用途範囲は、次に掲げる建設資材全般をいう。 

ア 道路用骨材（アスファルト混合物用骨材等） 

イ コンクリート用骨材（コンクリート用砕砂等） 

ウ コンクリート二次製品（インターロッキングブロック、透水性ブロック、舗装用コンクリー

ト平板等） 

エ 盛土材、埋め戻し材等（盛土材、埋め戻し材、覆土材等） 

オ 地中空間の充てん材 

   カ その他（タイル、フロア材等） 

 

２ 準用する規格等 

この方針で準用する規格等は、次に掲げるものとする。 

(1) JIS A 5031   一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶 

融スラグ骨材 

(2) JIS A 5032   一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ 

(3) JIS K 0058-1  スラグ類の化学物質試験方法－第１部：溶出量試験方法 

(4) JIS K 0058-2  スラグ類の化学物質試験方法－第２部：含有量試験方法 

(5) 災害廃棄物の広域処理の推進について（東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推

進に係るガイドライン）：環境省 

(6) 廃棄物関係ガイドライン（事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイ

ドライン）：環境省 
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３ スラグの品質管理 

3.1 品 質 

(1) 安全性に係る項目 

スラグの安全性に係る品質は、スラグの利用用途に関わらず、表１に掲げる重金属等の項目ご

とに定める溶出量基準及び含有量基準を満たすよう管理する。 

表１ スラグの安全性に係る品質基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）1) 溶出量基準及び含有量基準は、JIS A 5031 及び JIS A 5032 に定める有害物質に係るそれ

ぞれの量による。 

2) 溶出量試験は、JIS K 0058-1 の 5．に定める方法とする。 

3) 含有量試験は、JIS K 0058-2 に定める方法とする。 

 

(2) 物理性状等 

物理性情等については表２に掲げる規格値を目標として管理するとともに、利用者との協議に

よりその他の必要な項目により管理する。 

表２ スラグの物理性状等に係る品質規格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 1) 規格は、JIS A 5031 及び JIS A 5032 に定める品質を準用する。 

2) 試験方法は、項目ごとに JIS に定める方法を示す。 

項　　目

 カドミウム及びその化合物 （ Ｃｄ ） ０.０１ mg/L以下 １５０ mg/kg以下

 鉛及びその化合物 （ Ｐｂ ） ０.０１ mg/L以下 １５０ mg/kg以下

 六価クロム化合物 （Ｃｒ６＋） ０.０５ mg/L以下 ２５０ mg/kg以下

 ひ素及びその化合物 （ Ａｓ ） ０.０１ mg/L以下 １５０ mg/kg以下

 水銀及びその化合物 （ Ｈｇ ） ０.０００５ mg/L以下 １５ mg/kg以下

 セレン及びその化合物 （ Ｓｅ ） ０.０１ mg/L以下 １５０ mg/kg以下

 ふっ素及びその化合物 （　Ｆ　） ０.８ mg/L以下 ４,０００ mg/kg以下

 ほう素及びその化合物 （　Ｂ　） １.０ mg/L以下 ４,０００ mg/kg以下

溶 出 量 基 準 含 有 量 基 準



- 3 - 

(3) 放射能濃度に係る項目 

   スラグの放射能濃度については、放射性セシウム濃度（セシウム 134 及びセシウム 137 の合計

値。以下「放射能濃度」という。）が 100Bq/kg 以下のスラグを有効利用の対象とする。 

 

3.2 検 査 

品質検査は、各溶融施設において、それぞれ次のとおり行う。ただし、定期補修等による炉の停止

時はこの限りでない。 

3.2.1 検査項目 

(1) 安全性に係る項目 

安全性に関する検査項目は、表１に掲げる項目とする。 

(2) 物理性状等に係る項目 

物理性状等に関する検査項目は、次の項目とする。 

ア 表２に掲げる項目 

イ 単位容積質量及びその他利用者との協議により必要とされる項目 

  (3) 放射能濃度に係る項目 

    放射能濃度に関する検査項目は、セシウム 134 及びセシウム 137 とする。 

 

3.2.2 試験方法 

安全性及び物理性状等に係る検査項目の試験方法は、それぞれ表１の備考及び表２の試験方法の

欄に掲げる方法とする。 

なお、表２に掲げる項目以外の試験方法については、利用者との協議等による方法とする。 

放射能濃度に係る検査項目の測定方法は、廃棄物関係ガイドライン（事故由来放射性物質により

汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン）による方法とする。 

 

3.2.3 検査の頻度等 

(1) 安全性に係る品質の検査 

検査の頻度等は JIS A5031 及び JIS A5032 に準じて行う。 

(2) 物理性状等の品質の検査 

検査は、３か月ごとに１回以上行う。 

  (3) 放射能濃度の検査 

     検査は、原則 1週間ごとに 1回行う。 

 

3.3 検査用試料等の保存等 

(1) 検査用の試料は、１年間保存する。 

(2) 検査の結果は、５年間保存する。 

(3) 検査の結果は、利用者の求めに応じて試験成績書（写）を発行する。 

 

４ スラグの引渡等 

4.1 安全性等の確認 

 安全性及び放射能濃度に係る項目 

スラグの引渡は、当該スラグの安全性に係る項目について、表 1 に掲げる基準を満足している

ことを確認するとともに、放射能濃度が 100Bq/kg 以下であることを確認して行う。 
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4.2 提 供 

(1) スラグの利用を行う者（以下「使用者」という。）への引渡は、原則として溶融施設での車上渡

しにより行う。 

(2) スラグの引渡は、使用者への有償による販売とする。販売の価格については需給バランス及び

他の事例等を勘案し、別に定める。ただし、特別区及び特別区に準ずる機関が発注する公共工事

に使用する場合並びにスラグの実用効果等の試験・検討を行おうとするために企業等にサンプル

として提供する場合の価格については、別に定める。 

 

５ 方針の改変 

この方針が準拠する関係する法令、J I S その他の規格等に変更がある場合等は、速やかにこの方

針の必要な改変を行うものとする。 

 

６ その他 

この方針に定めるもののほか、スラグの利用促進に関し必要な事項は別に定める。 

 

７ 附 則 

(1) この方針は、平成 13 年 7月１日から施行し、平成 14 年 11 月から新たに稼働する溶融施設につ

いて適用する。 

(2) この方針は、平成 15 年 4月 1日から施行する。（平成 15年 3月 31 日決定） 

(3) この方針は、平成 19 年 3月 1日から施行する。ただし、大田清掃工場に併設の灰溶融施設につ

いては、平成 19 年 4 月 1日からこの方針を適用する。（平成 19年 2月 26 日決定） 

(4) この方針は、平成 19 年 11 月 1 日から施行する。（平成 19年 10 月 15 日決定） 

(5) この方針は、平成 22 年 4月 14 日から施行する。（平成 22年 4月 14 日決定） 

(6)  この方針は、平成 24 年 3月１日から施行し、放射能濃度に係る事項については、東日本大震災

の発生日（平成 23 年 3月 11 日）以前に生成したスラグの在庫がなくなった溶融施設について順

次適用する。（平成 24年 3 月 1日決定） 

(7)  この方針は、平成 29 年 4月 1日から施行する。（平成 29年 3月 17 日決定） 


